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 国際機構が何らかの違法行為を行う場合、その責任を国内手続で争う方法もある。た

とえば、前々回に学んだ平和維持活動に従事する隊員の不法行為につき、隊員個人また

は国連の責任を現地国法に基づき（日本民法であれば 709 条・715 条）現地国裁判所で追及す

るような場合である。 
 しかし、そのような手続を進めようとする場合、国際機構法の免除(immunities)が壁

となるのが通常である。免除とは、法の適用を一定の範囲で受けないことである。たと

えば、国連憲章 105 条に定められている。 
 国にも、その職員にも、一定の範囲で免除が認められる。たとえば、国家は外国の国

内裁判所において訴えられることはない（国家免除(State immunity)あるいは主権免除(sovereign 

immunity)という）し、外交官は派遣先の国の国内裁判所において訴えられることはない（外

交免除(diplomatic immunity)）。これらについての詳細は国際法第一部で学ぶので、ここでは

それらの基礎に相互性(reciprocity)があることを知っておけば足りる。つまり、日本の外交

官が韓国で免除を受けるのと同様、韓国の外交官も日本で免除を受ける。そのため、免

除がどの範囲で認められようとも、国家間に不公平は生じない。 
 ところが、国際機構の場合、相互性はそもそもあり得ない。例えば、国連は、日本に

おいて、上記国連憲章 105 条に加え、前回も示した国際連合の特権および免除に関する

国際連合と日本国との間の協定に基づき、一定の免除を享有する。これに対し、「日本

は国連においてどの程度の免除を享有するか」を議論することはナンセンスである。国

連には「国内」裁判所はなく、「国内」不法行為法も「国内」刑法もない。では、国家

が国際機構に免除を認める条約（国連憲章や上記特権免除 1協定など）を締結するのは、なぜ

だろうか。 
 
 国際機構が享有する免除の内容・範囲を決定するのは、個々の条約である。国連につ

いて言えば、国連憲章 105 条のほか、それを詳細化する国連特権免除条約や専門機関 2特

権免除条約（続）（続々）があり、さらに、上記日本との特権免除協定など、個別の国

とさらに具体化した特権免除条約がある。 
 国際通貨基金(IMF)を例に見てみよう。IMF 協定 9 条 8 項(i)は、IMF の職員は “shall be 
immune from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity 
except when the Fund waives this immunity”と定めている。このように、“with respect to acte 
performed by them in their official capacity”に限定するのは IMF に限らず一般的であり、

それは、国際機構に免除が与えられる理由を示唆する。また、“except when the Fund 
waives this immunity”についても同様である。 

                                                        
1 「特権(privileges)」は通常与えられていないが例外的に与えられる権利を、「免除(immunities)」は通常化

される義務から免れる資格を指す。ここでは、国際機構の責任を追及する場面を想定しているので、免除

の方が重要である。もっとも、特権と免除との区別に神経質になる意味はあまりない。 
2 「専門機関 (specialized agencies)」とは、国連憲章 57 条にいう国際機構のことである。国連と密接な関係

にあるものの、法的には全く別個の国際機構である。UN System Organizational Chart を参照されたい。 

http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/A-S38(3)-286.pdf
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/A-S38(3)-286.pdf
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/B-S39(1)-0639.pdf
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/B-S39(1)-0657_1.pdf
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/B-S39(1)-0657_1.pdf
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/B-S39(1)-0657_2.pdf
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/B-S39(1)-0657_3.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/index.htm
http://www.un.org/en/aboutun/structure/org_chart.shtml
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 さて、IMF のトップは専務理事 (Managing Director)と言うが、前専務理事の Dominique 
Strauss-Kahn がニューヨークでいろいろと問題を起こしたのは記憶に新しい。以下、い

ずれも日経記事である。 
 

 ＩＭＦ専務理事を性的暴行容疑で訴追 2011 年 5 月 15 日 
 【ワシントン＝御調昌邦】ニューヨーク市警は 15 日、国際通貨基金（ＩＭ

Ｆ）のストロスカーン専務理事を性的暴行の疑いで逮捕し、当局が訴追したこ

とを明らかにした。米メディアによると、14 日にホテル従業員に暴行した疑

いで、ニューヨークの空港からパリに出発する直前に拘束された。 
 ＩＭＦのアトキンソン報道官は 15 日に声明を出し、ストロスカーン専務理

事が性的暴行容疑で逮捕されたことについて「事件についてはコメントできな

い」と語った。「ＩＭＦは完全に機能している」として、逮捕がＩＭＦの業務

に影響しないとの認識を示した。 
 ただＩＭＦは同専務理事を支えてきたリプスキー筆頭副専務理事が任期満

了で８月末に退任すると発表済み。欧州危機への支援などで重要な局面が続く

なか、組織のガバナンス（統治）に影響が出る懸念もある。 
 ストロスカーン専務理事の弁護士はロイター通信に対し、同専務理事が容疑

を否認する方針であることを明らかにした。 
 ストロスカーン専務理事はフランス財務相などを経て、2007 年 11 月にＩＭ

Ｆトップの専務理事に就任。08 年には、元女性職員との不適切な交際で職権

乱用などの疑惑が持たれていたが、外部調査の結果、職権乱用などはなかった

として、続投する経緯になったことがある。 
 

 ＩＭＦ前専務理事の訴追取り下げ決定 ＮＹ裁判所 2011 年 8 月 24 日 
 ニューヨークの裁判所は 23 日、国際通貨基金（ＩＭＦ）のストロスカーン

前専務理事への性的暴行罪の訴追取り下げを認めると決定した。ストロスカー

ン前専務理事はホテル女性従業員への性的暴行罪で起訴されていたが、同従業

員の証言などに矛盾があり、検査当局が訴追取り下げを申請していた。（米州

総局） 
 
 ただし、この刑事事件とは別に、民事訴訟も提起されていた。 

 ＩＭＦ前トップを民事提訴 暴行告訴のホテル従業員 2011 年 8 月 9 日 
 【ニューヨーク＝共同】国際通貨基金（ＩＭＦ）前専務理事ストロスカーン

被告（62）に性的暴行を受けたとして告訴した米ニューヨークのホテル女性従

業員ナフィサトゥ・ディアロさん（32）が８日、ストロスカーン被告に対する

民事訴訟をニューヨークの裁判所に起こした。具体的な損害賠償請求額は示さ



京都大学法学部 2012 年度後期 国際機構法（濵本） 
第 2 部第 1 節 5. 国際機構の責任 その 3 国内的手続を利用した責任追及 

3 
 

れていない。ＡＰ通信が伝えた。 
 訴状でディアロさん側は、同被告が「野蛮で暴力的な攻撃を加え、ディアロ

さんの女性としての尊厳を奪った」と主張。心の痛みからの完全な回復は不可

能とした。 
 
 この民事訴訟 3において、Strauss-Kahnは免除を主張した。上記IMF協定 9 条 8 項(i)の
下で、同氏の免除は認められるだろうか。また、仮にアメリカ合衆国が専門機関特権免

除条約の当事国であったとしたら（そうでないことは、国連の特権免除条約解説ページのStatusを

クリックしてリンクをたどれば判る）、同条約 6 条 21 項の下で、免除が認められることになっ

たであろうか。当該条項は、専門機関の長が外交使節の有する免除と同様の免除を享有

することを定めている。そして、外交使節は、外交関係に関するウィーン条約（続）31
条 1 項に定められている範囲において、民事裁判管轄権からの免除を享有する。 
 
 免除が一定の場合に認められることにそれなりの理由があるとしても、国際機構の相

手方当事者にとっては正当化しがたい不利益を生むことはないだろうか。たとえば、日

本で問題となった事例に、いわゆる国連大学事件（東京地方裁判所 1977〔昭和 52〕年 9 月 21

日決定、判時 884 号 77 頁）がある（後掲別添１参照）。注目すべきは、この決定の末尾にある

「（もっとも遺憾ながらかかる手続は未だ定められていないようである。」｝という部分

である。 
 これに対し、アフリカ開発銀行の免除に関するフランス破毀院 2005 年 1 月 25 日判決

（後掲別添２）は、異なる態度を示した。この事件では、同銀行職員として働いていたフ

ランス人が解雇され、その解雇が不当として争ったものである。アフリカ開発銀行設立

協定 52 条 1 項によれば、銀行はこのような場合、フランス（同協定当事国）の裁判所

において免除を享有する。ところが、破毀院は、そのような条約規定があることに言及

しつつ、本件における同銀行の免除を否定した。東京地方裁判所とフランス破毀院と、

どちらの立場が適切だろうか。被害者（と主張する者）の保護、および関連条約規定の両

方を考慮に入れて、考えてみよう。 
 

以上 
  

                                                        
3 2012 年 12 月現在、和解交渉が妥結間近と報道されている。 

http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/cpiun-cpisa/cpiun-cpisa.html
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/B-S39(2)-0335_1.pdf
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/B-S39(2)-0335_2.pdf
http://www.afdb-org.jp/
http://www.courdecassation.fr/
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Legal-Documents/Agreement%20Establishing%20the%20ADB%20final%202011.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Legal-Documents/Agreement%20Establishing%20the%20ADB%20final%202011.pdf
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別添１ 国連大学事件東京地方裁判所決定 1977〔昭和 52〕年 9 月 21 日判時 884 号 77
頁 
 
 債権者 宇井董子 
 債務者 国際連合大学 
 右代表者学長 ジェイムズ・エム・ヘスター 
 
主文 
 債権者の申請を却下する。 
 申請費用は債権者の負担とする。 
 
理由 
 一 本件申請は、債権者が国際連合大学を債務者として、「債務者は債権者を債務者

の職員として処遇しなければならない」との仮処分を求めるものであり、その理由の要

旨は、「債権者は債務者に昭和五一年一〇月四日から秘書として採用され勤務してきた

者であり、その雇用期間（フィックスト・ターム）は三ヶ月となっていたが、特段の事

情のない限り期間満了と共に更新される（更新後の期間は一年となる）ものとして採用

されたのである。しかるに債務者は同年一二月二一日債権者に対し右雇用契約を昭和五

二年一月四日以降更新しない旨の意思表示をした。しかし右更新拒絶（実質的には解雇

である）は何ら正当な事由に基づかないものであるから、解雇権の濫用ないし更新拒絶

権の濫用として無効であり、債権者は昭和五二年一月四日以降もいぜんとして債務者の

職員としての権利を有する。債権者は債務者に対しその旨の確認訴訟を提起する予定で

あるが、その判決確定に至るまで債務者の職員として取扱われないでは著しい損害を蒙

るので、本件地位保全の仮処分を求める。」というのである。 
 二 そこでまず、国際連合大学（以下国連大学という）が国際連合（以下国連という）

とは独立した法人格（当事者能力）を有するか否かが問題である。 
 国連大学は昭和四八年一二月六日第二八回国連総会において採択された国連大学憲

章に基づき設立され、東京にその本部が設置されることになったものであるが、右設立

は国連憲章七条二項、二二条に基づくものであり、従って国連大学は国連の補助機関で

ある。そして国連が国連の特権及び免除に関する条約（昭和三八年四月一八日条約一二

号）一条一項により、専門機関が専門機関の特権及び免除に関する条約（右同日条約一

三号）二条三項により、それぞれ条約上法人格を有し当事者能力を有することが定めら

れているが、国連大学についてはかかる条約上の規定は存しない（国連大学憲章は条約

でないからわが国に対する拘束力を有しない。）。このことからみると、国連大学は単に

国連の一機関であって、法人格（当事者能力）は国連にのみ帰属すると解する余地がな

いわけではない。しかしながら他方、内部的にみると、国連大学憲章によって、国連大
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学は国連の機関ではあるが国連組織の中で自治を享有するものとされ（二条一項）、大

学の経費は各国政府、財団等の拠出金又はその収益によりまかなうものとされ（九条一

項）、学長には一定の範囲で職員の任命権（八条）及び代表権（二条二項）が認められ、

さらには独立自治的機関として国連憲章一〇四条及び一〇五条並びに国連の地位、特権

及び免除に関するその他の国際取極及び国連決議に規定する地位、特権及び免除を享有

し、財産の取得、処分その他の法律行為を行い、協定、契約、取極を締結することがで

きるものと定められている（一一条一ないし三項）など、独立して国際的活動をする組

織として定立されていることが認められ、また、わが国との関係においてみても、国連

大学本部に関する国連と日本国との間の協定（続）（昭和五一年六月二二日条約七号）

（以下大学本部協定という）は、国連大学が国連の機関として国連憲章及び国連の特権

及び免除に関する条約によって与えられる利益並びに国連大学憲章によって与えられ

る利益を享受することを考慮して締結されている（前文）こと、大学が財産を取得した

り売却したり収入を得たりすることを予定して課税免除に関する規定を設けている（七

条）ことからみて、わが国としては、国連大学がわが国において権利義務の主体として

活動することを当然の前提として右協定を締結したものと考えられるのである。 
 これらの事情によれば、国連大学はわが国法上独立した法人格として、訴訟上の権利

能力を有するものと取扱うのが相当というべく、債権者が本件申請の相手方を国連大学

とした点は、適法として是認できる。 
 三 次に、このように法人格を肯定される国連大学がわが国において訴訟手続からの

免除を享有するか否かについて検討する。 
 国連が国連憲章一〇五条、国連の特権及び免除に関する条約二条二項により、また専

門機関が専門機関の特権及び免除に関する条約三条四項により、それぞれ訴訟手続の免

除を享有する旨定められているのに比し、国連大学について免除特権を直接定めた条約

はない（大学本部協定は大学本部職員等について免除特権を定めているが、大学自体の

それについては直接定めていない。）。しかしながら、国連に右のとおり免除特権を承認

した趣旨は、国連という国際機構をしてその目的達成のための国際社会における活動を

全からしめるところにあり、そして国連大学は国連の目的を達成するためにその機関と

して設立されたものであるから、右国連特権条約の趣旨は、国連自体のみならずかかる

国連の機関についても（その機関が独立の法人格を有しないときは機関自体の特権を問

題にする余地はないが、独立の法人格を有すると認められるときにも）免除特権を享有

せしめる意味に解するのが相当であり、国連大学憲章一一条一項は、国連大学が国連憲

章一〇五条並びに国連の特権、免除等に関するその他の国際取極等による特権、免除を

享有するものと定めているところ、それ自体条約としてわが国を拘束するものではない

が、わが国が、大学本部協定を、「国連大学が国連の機関として国連憲章及び国連の特

権及び免除に関する条約によって与えられる利益並びに国連大学憲章によって与えら

れる利益を享受すること」を前提として締結している（協定前文）ことは、右の解釈を

http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/A-S51-675_1.pdf
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/A-S51-675_1.pdf
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/A-S51-675_2.pdf
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裏付けるものということができる。 
 よって国連大学は、わが国法上、免除を明示的に放棄した特定の場合を除き訴訟手続

からの免除を享有するものと解するほかはない。（因みに、前項判断のように国連大学

に訴訟上の法主体性を認めることは、同大学に右免除特権の享有を承認することを前提

として始めて肯定しうるところであって、右免除特権を認める法的根拠がないと判断す

るときは、必然的に右法主体性をも否定する――従って本件申請はその点で却下を免れ

ない――ことにならざるをえないというべく、そうでなければ、国連憲章及び国連の特

権及び免除に関する条約の趣旨にもとることになろう。）。 
 四 そこで当裁判所は本件に関し、最高裁判所、外務省を通じ債務者に対し、右免除

の放棄について照会したところ、債務者から、訴訟手続から免除されることを確認する

旨の意思が伝達された。 
 そうすると、本件についてわが国の裁判所はこれを審理、裁判することができないか

ら、本件申請は却下を免れない。（なお、債務者がわが国の訴訟手続から免除される結

果、債権者の本件に関する救済は、国連組織内の異議申立手続ないし行政裁判所の手続、

又は大学本部協定一四条二一項に基づく国連大学が定める紛争解決手続（もっとも遺憾

ながらかかる手続は未だ定められていないようである。）によるほかはないこととなる。） 
 よって、申請費用につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり決定する。 
 （裁判官 濱崎恭生） 
 
 
 
別添２ アフリカ開発銀行事件フランス破毀院判決 2005 年 1 月 25 日〔抜粋〕 
 
    Cour de cassation, Chambre sociale, arrêt du 25 janvier 2005, Banque africaine de 

développement, Revue générale de droit international public, tome 110, 2006, p. 217. 
 
[L]a Banque africaine de développement ne peut se prévaloir de l’immunité de juridiction dans 
le litige l’opposant au salarié qu’elle a licencié dès lors qu’à l’époque des faits elle n’avait pas 
institué en son sein un tribunal ayant compétence pour statuer sur des litiges de cette nature, 
l’impossibilité pour une partie d’accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et 
d’exercer un droit qui relève de l’ordre public international constituant un déni de justice 
fondant la compétence de la juridiction française lorsqu’il existe un rattachement avec la France. 
 
【仮訳】アフリカ開発銀行は、自らが解雇した従業員との訴訟において、その事実が発

生した時点において、自らの内部にその種の紛争を処理する権限を有する裁判機関を有

しておらず、そのことは、紛争の一方当事者が自らの主張につき判断する権限を有する
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裁判官に訴え出ることができないことを意味し、それは、国際公序 4に属する権利行使

ができないことを意味するため、裁判拒否 5を帰結し、その結果、当該紛争がフランス

と何らかの連結点 6を有する場合には、フランス裁判所の管轄権が基礎づけられる。 
 

                                                        
4 国際私法上の公序のことである。参照、櫻田嘉章『国際私法〔第 5 版〕』（有斐閣、2006 年）第 12 章。 
5 司法機関が行使すべき権限を行使しないこと。 
6 これも国際私法上の概念である。櫻田・前掲注 4・18 頁、第 8 章。  


